
「鳥取県高齢者の元気と福祉のプラン」（案）に係る県民コメント
実施結果等について

平成２１年３月９日

長 寿 社 会 課

１ 県民コメントの募集等

「鳥取県高齢者の元気と福祉のプラン」(鳥取県老人福祉計画及び第４期介護保険事業支援計画)(案)

について、以下のとおり、その素案に対して県民からの意見を募集しました。

○募 集 期 間：平成２１年１月２６日（月）～平成２１年２月１７日（火）

○周 知 方 法：長寿社会課ホームページ、新聞広告、報道機関への資料提供、関係団体への通知及び

説明

○受付意見件数：１５件（メール５件、郵送２件、ファクシミリ７件、口頭１件）

また、鳥取県介護保険事業支援計画及び老人福祉計画策定・推進委員会において、委員から計画案に

対する提言・意見をいただきました。

２ 主な意見の概要と対応方針

（１）プランの基本的方向について

項 目 意 見 の 概 要 提 言 対 応 方 針

課題と対

応の方向

性

１０年後にどのくらいＩＴが進ん

でいるかなど、世の中の１０年後の

動きも入れるべきである。

１県民 １０年後までに情報通信技術など

大きな社会情勢の変化があった場合

は、必要に応じプランを見直すこと

について記載する。

（２）施策の実施

項 目 意 見 の 概 要 提 言 対 応 方 針

元気高齢

者等の活

躍の場の

拡大

(元気力

Ｕｐ)

（県民）独居高齢者が閉じこもらな

いよう、集まれる場所の提供等生き

がいを持てるような施策（支援）を

考えていただきたい。

（委員）介護保険の隙間を埋めるサ

ービスが必要になってくる。高齢者

の立場に立ったきめの細かい支援を

するのに民生委員だけでは限界があ

るので、是非生活支援サポーターを

各市町村に数名ずつでも配置してい

ただき、地域包括支援センターと連

携しながら地域福祉を支えていきた

い。

１県民

１委員

現場関係者等から、独居高齢者も

含めた見守り、声かけをはじめとす

る福祉活動を行うボランティアを養

成する声が大きいことから、来年度

はご指摘のとおり地域のニーズも踏

まえながら市町村と協働で「生活支

援サポーター」を養成することと

し、その旨を記載する。

介護予

防・健康

づくりの

充実

(自助力

Ｕｐ)

ひきこもりの人をどう引き出すか

が重要である。

１委員 閉じこもりがちな高齢者に健康づ

くりに取組んでもらうことが重要で

ある旨を追加記載する。

地域包括支援センターの社会福祉

士は、有資格者が少なく確保が難し

いのではないか。

１委員 介護福祉士等修学資金貸付事業

（社会福祉士も対象）の実施につい

て記載する。

人材確保

と資質向

上

（人間力

Ｕｐ）
介護サービスの質の格差につい

て、具体的な取り組みが必要であ

る。

２県民 介護サービスの質の向上について

記載する。（具体的な取組として

は、事例検討会や自主的な研修の一

部補助）



要介護認定についても見直しが行

われるので、調査員の質の向上等に

ついて記載すべきである。

４委員 要介護認定等を適切に実施するた

め、認定調査員等の研修について記

載する。

医療と福

祉の連

携、多職

種協働の

推進

（チーム

力Ｕｐ）

保健・医療・福祉の連携にはケアマ

ネジャーの活躍が期待される。医療機

関から介護保険施設へ利用者の細かい

情報は伝達されているか。

１県民 地域包括支援センターの地域づく

りについて記載するとともに、ケア

マネジャーが医療と福祉の連携を進

められるような支援や、圏域地域リ

ハビリテーション支援センターの設

置など、医療と福祉の連携、多職種

協働を強力に進めることとしてい

る。

集落単位で１箇所、空き家を改修

する支援をしていただき、話し相手

を探している高齢者や子どもが遊び

に来たり、誰でも出入りできる場所

で村ぐるみで見守りができ、家族介

護の軽減にも繋がる取組ができる。

そして、時々専門の方に来ていただ

けるといい。

１委員 地域福祉活動の活動拠点として、

集会所や空き店舗を活用する旨を記

載する。

地域福祉

の充実

（地域力

Ｕｐ）

県教育委員会とも連携して、高校生

にも介護体験の教育を充実させれば、

福祉人材も育つのではないか。

１委員 高校生にふれあい・いきいきサロ

ンなどの運営に参画してもらい地域福

祉等への理解と関心を高める旨を記載

する。

「介護」

について

知っても

らう

介護従事者の早期離職防止には、

介護従事者へ感謝の気持ちを持つよ

うに要介護者への意識啓発が必要。

１委員 介護の日に関する記述を記載する

とともに、「介護」についての啓発

を進める。

（３）サービス量の見込みと達成目標、老人福祉圏域

項 目 意 見 の 概 要 提 言 対 応 方 針

今後の施

設サービ

スの整備

方針につ

いて

地域密着型サービスの記載内容に

ついて、整備をしない市町村の状況

も考慮され、一律に「整備されるこ

とが望ましい」という記述はやめて

いただきたい。

１県民 地域密着型サービスの整備は、判

断を市町村に委ねていることから、

「整備されることは望ましいと考え

られます。」の表現を削除する。

介護保険

施設にお

ける個室

ユニット

化の割合

について

説明ではユニット化の目標値が少な

くなっているが、減らさないでほし

い。せっかくよいシステムなので、希

望者が入れないようでは困る。

１県民 施設に入所した場合であっても、

施設での生活を在宅生活に近い質の

高いものとしていくため、ユニット

型個室の整備を促進している。現在

３施設のユニット個室の割合は、

25.8%(うち特養 43.2%)で、全国トッ

プ水準の整備がなされており、さら

に、来年度も県独自の支援策を講じ

て整備を促進することとしている。

なお、平成 26 年度における整備の

目標値については、利用者のニーズ

の現状を踏まえ、国の目標値の

50%(うち特養 70%)より下げ、40%(う

ち特養60%)としているものである。


